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Ⅰ．試験・講習会・研修会等のご案内
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Ⅱ．国土交通省、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会からお知らせ
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【国土交通省ホームページにおける登録車を対象とする
　　　　次回自動車重量税額照会サービスの開始について】

　国土交通省ホームページにおいて、登録車を対象とする次回の自動車重量税額

を照会するサービス（別紙参照）が運用開始されましたので、お知らせ致します。

従いましては、会員の皆様から直接国土交通省のホームページを呼び出して重量

税額を確認することができます。※軽自動車の自動車重量税額の照会はできませ

んので、お含みおきください。

　なお、振興会にお問い合わせの場合は、従来通りＦＡＸにて問い合わせ頂いた

ものに限り、４回に区分して回答させていただきますので、別紙の「自動車重量

税確認依頼書」 《登録車用（車台番号すべて記入のこと）、軽自動車用》をご活用

いただき、振興会まで送信していただきますよう、お願い申し上げます。

＜参考＞

●国土交通省「次回自動車重量税額照会サービス」

　https://www.nextmvtt.mlit.go.jp/nextmvtt-web/

※国土交通省の自動車関係税制関連ページから、当該サービスのページに移行

することができます。

（一社）愛媛県自動車整備振興会

ＴＥＬ：089－956－2181

ＦＡＸ：089－956－2188

次回車検の重量税額がインターネットで
分かるようになりました。
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Ⅲ．お知らせコーナー

タカタ製エアバッグの新たなリコール改修促進策
～検索システムのご案内～

　リコール対象車の検索には、メーカーのホームページのほか、日整連が作成した検索システ
ムや検索アプリをご利用ください。また、日整連作成の検索システムへのリンクバナーを、振
興会ホームページに表示しましたのでご活用ください。

振興会ホームページ（トップページ）

↓リコール情報検索システム（日整連）↓

スマートフォン・アプリもありますので、ご活用ください。

このバナーをクリック
すると、日整連の検索
システムが開きます。

メーカー名、車台番号を
入力して、『検索する』を
クリックしてください。
リコールの対象かどうか、
改修ができているかどう
か、表示されます。
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検索結果画面の『車検が更新できない車』の表示が明確になりました
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国土交通省ホームページに

『ご意見・お問い合わせ受付』の窓口ができました

　エアバッグの改修が円滑に施行されるよう、整備事業者からのメーカーやディーラー等の対

応についての意見や問い合わせを受け付ける窓口を、国土交通省が開設しました。詳しくは、

振興会ホームページ『会員向け Topics & news』2018年3月30日の投稿記事をご覧ください。

（↓ 国土交通省・リコールのページ ↓）

（ご意見等受付のページ　→）
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「環境に優しい自動車関係事業場表彰」
平成30年度 愛媛運輸支局長表彰 及び

四国運輸局長表彰 募集のお知らせ

１．愛媛運輸支局長表彰について

　環境保全・資源循環型社会の形成に向けて、「愛媛県使用済自動車等適正処理推進協議会」の推

薦基準により、ＣＯ₂排出量削減の取組み、使用済自動車の適正処理、産業廃棄物の適正処理、リサ

イクル部品の活用促進などの環境対策に積極的に取組み特に優良な事業場を、平成30年度「環境に

優しい自動車関係事業場 愛媛運輸支局長表彰」に推薦いたします（表彰式は、９月上旬開催予定）。

環境対策への取組みをＰＲすることは、事業場のイメージ向上と顧客誘致にも繋がると考えられま

す。当表彰の推薦を希望する方は、下記の要領でお申し込みください。

注１）審査基準に「年間のＣＯ₂排出量の把握」の項目があり、申請事業場は、平成29年４月１日

～平成30年３月31日までの１年間のＣＯ₂排出量の把握が必要です。把握の方法としては、

日整連「環境家計簿システム」を利用して「電気・都市ガス・ＬＰガス・灯油・ガソリン・

軽油・重油」の使用量を入力すると、自動的にＣＯ₂排出量を算出することができます。

　　　なお、「環境家計簿システム」には１年分をまとめて入力することも可能です。

注２）申告書の各項目の実施基準等については、別紙１「環境対策優良事業場審査基準」（本誌

23〜25ページ）をご参照ください。実施基準全項目をクリアしなければ、この表彰を受け

ることができないことを申し添えます。

注３）関係法令等の遵守状況が良好であることが必要です。

（１）表彰日までの過去３年間、運輸局長の文書警告以上の処分または表彰日までの過去２年間、

運輸支局長の文書警告以上の処分を受けていないこと。

（２）環境問題、公害問題に関し苦情がないこと。

（３）その他、事業に関する法令違反がないこと。

２．四国運輸局長表彰について

　愛媛運輸支局長表彰（旧基準、新基準を問わず）を受賞した事業場は、四国運輸局長表彰の対象

になります。

　四国運輸局長表彰は、表彰審査対象年度におけるＣＯ₂排出量が愛媛運輸支局局長表彰審査対象年

度または運輸局長表彰審査対象年度の前年度と比較して、削減されていることが条件となっていま
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す。（削減されていない場合、経過理由書が必要です。）

　四国運輸局長表彰を希望する方は、振興会・指導課までお問い合わせください。

３．募集要領について

①　申込方法（提出書面）及び提出先

　　（イ）　 別紙２「環境に優しい自動車関係事業場申告書」（本誌27〜28ページ）

　　（ロ）　「第２号様式　事業等概要書」（本誌26ページ）

　　　　※（イ）、（ロ）は、コピーしてご利用ください。

　　（ハ） 　ＣＯ₂排出量がわかる書面（環境家計簿のページのコピー等）

※上記（イ）（ロ）（ハ）を下記のうち所属している団体までご提出ください。所属団体が重複し

ている場合は、事業者の希望によりいずれか一団体へご提出ください。

愛媛県使用済自動車等適正処理推協議会構成団体

( 一社 ) 愛媛県自動車整備振興会 

( 一社 ) 日本自動車販売協会連合会 愛媛県支部

愛媛県軽自動車協会

愛媛県中古自動車販売商工組合

愛媛県自動車車体整備協同組合

四国自動車電装品整備商工組合 愛媛支部

②　申込締切日

　　平成30年６月８日（金）まで

③　審査及び現地調査

　　書面審査後、協議会検討委員による現地審査が行われます。

問合せ・連絡先　　振興会／指導課

ＴＥＬ　０８９－９５６－２１８１
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～日整連「環境家計簿システム」のご利用方法～

①「環境家計簿」のバナー
をクリック！

①

②	「環境家計簿説明書」をご一読のうえ ･･･、
③『環境家計簿』をご利用ください。

②　　　　③
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区分 項　　目 基　　　　　準

総
　
則

　　環境問題等に積極
的に取り組み、循
環型社会の形成に
寄与している

（１）環境問題、公害問題に積極的に取り組んでいる。
（２）環境統括責任者及び担当部署を決めている。

CO2

排
出
量
の

把
握

　　環境家計簿等の活
用ができている

（１）環境家計簿等を活用し、過去１年間の CO2の排出量を把握し
ている。

（２）電気、ガス、（都市ガス、ＬＰガス）、ガソリン、灯油、軽油、
重油、入庫台数（整備のための入庫車両数）等エネルギー使
用料等を把握している。

CO2
排
出
量
の
削
減
に
繋
が
る
取
組

１　エアコンプレッサ
の圧縮エア漏れの
防止対策ができて
いる

配管、リール、ホース、カプラなど定期的なエア漏れの点検
実施と適切な処理をしている。

２　洗車時の節水の実
行体制ができてい
る

（１）定期的な水漏れの点検実施と適切な処理をしている。
（２）こまめな止水と効率的な洗車をしている。

３　温水洗車機の灯油
の使用量の削減体
制ができている

（１）不要な温水停止と必要に応じた温度の調節をしている。
（２）効率的な洗車をしている。

４　適切な室温の設
定・管理体制がで
きている

（１）室温を夏28℃、冬は20℃に設定している。
（２）空調の運転時間の見直しをしている。

５　照明電力の削減の
実施体制ができて
いる

間引き照明をしている。

６　省エネ機器の活用
体制ができている

買い換えるときは、エネルギー効率の良い機器を選択してい
る。（エアコンプレッサ、洗車機、給湯器、エアコン、照明機
器、リフト、自動販売機などの省エネ機器）

７　不要な電源オフの
実行体制ができて
いる

昼休みなど電源ＯＦＦをしている。

８　待機電力の削減体
制ができている コピー機やパソコンの省エネ機能を活用している。

広
　
報

１　CO2削減に効果の
ある点検整備につ
いて

ポスター、チラシ、口頭等の広報をしている。

使
用
済
自
動
車
の
処
理

①電子マニフェストを
利用し、適正な報告
をしている

１．引取業者として、地方自治体等に登録をしている。
２．自動車リサイクルシステムに登録をし、電子マニフェストによ

り引取報告（引き取った日から５日以内）、引渡報告（引取報
告日から30日以内、引き渡した日から５日以内）を適正に行っ
ている。

②引取業者としての具
体的な実務ができて
いる

１．カーエアコン、エアバッグ類の装備の有無について実車を見て
確認している。

２．自動車リサイクルシステムにアクセスした後、車検証などを参
照に、引取車両の装備状況の確認並びにリサイクル料金の預託
状況を確認している。

３．リサイクル券〔Ｂ券〕に必要事項を記入し、最終所有者に引取
証明書を交付している。

４．フロン類回収業者への引渡しが確実に行われている。

環 境 対 策 優 良 事 業 場 審 査 基 準
別紙１
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使
用
済
自
動

車
の
処
理

③自動車リサイクル法
への対応ができてい
る

　　フロン類の回収を行う場合はフロン回収機を備え、地方自治体
等にフロン類回収業の登録をしていること。同様に部品取りを
行う場合は解体業（県等）の許可を受ける等、自動車リサイク
ル法を遵守し業務を適切に行っている。

廃
棄
部
品
等
の
処
理

①収集運搬業者、中間
処理業者と契約して
いる

１．産業廃棄物処理法に基づき収集運搬処理業者、中間処理業者と
の委託契約ができている。

２．行政の許可証の内容（廃棄物の種類、事業区分、処理能力、許
可条件、有効期間）

②マニフェストを交付
し、適正に処理して
いる

１．金属類、廃プラスチック、廃ガラス、ＬＬＣ、燃料、廃バッテ
リー等の処理を上記契約業者に委託し、処理の際にマニフェス
トを適正に交付している。

③産業廃棄物を分別
し、保管している

１．産業廃棄物を種類ごとに分別し、保管している。
２．保管場所は次の要件を備えていること

・周囲に囲いがあり、コンクリート等により地下浸透防止対策
を施している。

・屋根等を取り付け、雨水対策をしている。
・保管場所には廃棄物等の置き場である旨を表示し、且つ、保

管責任者及び産業廃棄物の種類を表示している。

④廃タイヤを適正回収
ルートで処理してい
る

　　タイヤ販売店などで構成する適正回収ルートで処理している。
又はマニフェストを使用し適正に処理している。

⑤廃バッテリーを適正
回収ルートで処理し
ている

　　自動車電装品販売店で構成する適正回収ルートで処理してい
る。又はマニフェストを使用し適正に処理している。

⑥廃塗料を適正回収
ルートで処理してい
る

１．マニフェストを使用し適正に処理している。
２．塗料からシンナーを取り除く装置を保有している。

環
境
保
全
の
向
上

①自動洗車機の設置届
出をしている

１．自動洗車機を設置している場合、県又は中核市（高松市・松山
市・高知市）に届出をしている。

２．公共下水に排水する場合は、公共下水道管理者に届出をしてい
る。

②コンプレッサー等の
届出をしている

　　騒音規制法、振動規制法等県の条例に従い届出をしている。（コ
ンプレッサーの定格出力が7.5ＫＷ以上のものに限る。）

③塗装ブースの設置届
出をしている

１．労働安全衛生法に従い、有機溶剤設備設置届出をしている。
２．集塵装置等が設置されている。

④作業場や駐車場にオ
イルやＬＬＣなどがこぼ
れていない

　　作業場や駐車場等に、土壌汚染の原因となるオイルやＬＬＣな
どがこぼれていない。

⑤ごみ箱や廃棄物置場
は廃棄物があふれて
いない

１．ごみ箱や廃棄物置場には、水質汚濁や土壌汚染の原因となる廃
棄物等があふれていない。

２．廃棄物は定期的に処分し、大量に保管していない。

⑥フロンの適正な回収
に取り組んでいる

１．カーエアコンなどの修理を行う際は、フロン回収機を備えフロ
ンの回収を行っている。

２．使用者に、フロンの適正処理に関する情報を提供している。

⑦ 敷 地 内（ 作 業 場、
ショールーム、事務
所）の整理整頓、雑
草の除去を定期的に
行っている

１．作業場、ショールーム、事務所の整理整頓、雑草の除去を定期
的に行い環境美化に努めている。

２．敷地内の廃棄物（廃車、廃タイヤなど）は所定の場所に保管し
ている。
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環
境
保
全
の
向
上

⑧浄化槽（油水分離槽
を含む）の清掃を定
期的に行っている。

１．年に数回程度浄化槽等の清掃を定期的に行い、オイルの流出防
止に努めている。

２．オイルの流出がない。

⑨汚泥処理の際は、マ
ニフェストを交付し
ている

１．産業廃棄物処理法に基づき、収集運搬処理業者と個別に契約を
している。

２．行政の許可証の内容（廃棄物の種類、事業区分、処理能力、許
可条件、有効期間）

⑩一般廃棄物を適正に
処理している。 　　事務所から出るゴミを分別して排出している。

⑪廃棄物を焼却してい
ない 　　ダイオキシン発生の原因となる廃棄物を焼却していない

リ
サ
イ
ク
ル
部
品
の
活
用

①リサイクル部品の情
報提供をお客様に
行っている

　　整備の依頼を受けたときに、リサイクル部品の使用も可能な旨
の情報をお客様に提供している。

②リサイクル部品取扱
い工場の案内表示を
行っている

１．フロント等にリサイクル部品取扱いが可能な旨の掲示をしてい
る。

２．リサイクル部品（現物・カタログ等）の例示をしている。

③リサイクル部品入手
先の確保をしている

１．リサイクル部品の入手が可能な部品販売店を確保している
２．リサイクル部品の入手先を掲示している。

④リサイクル部品の保
障期間を明示してい
る

１．リビルト部品には保証期間を明示している。（請求書等に）
２．リユース部品の場合は、部品の保証について何らかの説明をし

ている。

⑤リサイクル部品の使
用状況について

　　ユーザーからのリサイクル部品の使用依頼に積極的に応じてい
る。
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第２号様式

事　業　等　概　要　書

平成　　年　　月　　日  現在

会　社　名

（団　体　名）

設立年月日

資　本　金
（出　資　金）

役 員 構 成

従 業 員 数

事 業 概 要

備　　考

注：備考欄には、事業種ごとの特記事項及び参考となる事項（詳しい事業内容等）につい
て記述してください。
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お忘れではないですか？
認証・指定の変更届を ･･･。

　認証・指定に関する所定の事項について変更があった場合には、四国運輸局

長または愛媛運輸支局長に対し、15日または30日以内に届出が必要です。

　以下の例を参考に、事業に変更があった場合には必要な手続きをお願いいた

します。

【主な例】
整備主任者、自動車検査員（指定）の選任、変更、解職・・・・・15日以内

事業者の氏名、名称、住所

事業場の名称、所在地

法人の役員　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・30日以内

屋内作業場の面積

検査機器の名称、型式、数（指定）

　なお、詳細は次ページ以降の手続き一覧表をご覧ください。

ご注意ください！！

　これまでに、事業者様ご自身で手続きを行っていない変更届が、運
輸支局に提出されていなかった事例がありました。届出の控え等をご
確認いただき、ご不明な点がございましたら振興会・指導課までお問
い合わせください。（TEL ０８９－９５６－２１８１）
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　全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例（苦情・問い合せ含む）のうち、今月は、10件を掲載いたします。

Ｃａｓｅ１　車両引き取り時、ボデーに凹みがある事
に気付いた
平成29年11月８日　兵庫県　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
ディーラーへ一般整備を依頼し、引き取り時にボ

デーへの凹みに気付いたので指摘をしたところ、応対

していた工場長が素直に認め謝罪をした。話の中で修

理をするという約束をしたが、代車が用意できないと

いうので、とりあえず自分の車を一度返して貰い、用

事が済んだら修理をして貰う約束をして店を後にし

た。後日、車を持って行くと、手のひらを返したよう

に修理はできないと言われた。理由を聞くと、一度当

店を出庫されてしまうと何時凹んだのかが分からない

ので修理は有料になると言い切られてしまった。その

場でも問答をしたが解決せず、本社やメーカーにも問

い合わせしたが解決しない。当の本人は居留守さえ使

う始末である。どこのディーラーでもこんな対応なの

だろうか？それとも整備の業界とはこんなに酷いもの

なのだろうか？ という問い合わせ。

【対応】
まずは振興会の立ち位置や成り立ちを説明し、でき

ることできないことを理解していただき、詳細を聞く

ことから始めた。ディーラーということで、検索して

みると会員工場であった為、相談者の希望であれば

ディーラーの店舗へ話を聞くことも可能ということを

伝えた。相談者はこちらからディーラーへの連絡を希

望するということであるが、それとは別に質問を受け

てアドバイスをすることの対応も取ることとした。と

いっても、事情を伺うと正直なところディーラー側が

相談者の話を聞く状況ではないようなので、アドバイ

スをしても難しいように思えた。そのため、こちらか

ら工場長へ連絡をすることを先決にすることになっ

た。相談者との電話を切った後、早速ディーラーへ電

話をしたが定休日。翌日、電話をして工場長をお願い

したが、不在の為折り返しをお願いして電話を切った。

翌日まで待ったが、連絡がないので再度電話したがま

た不在。もしかして居留守か？とも思ったが、さす

がにそれはないだろうと折り返しをお願いして電話を

切った。それでも翌週まで待ったが連絡はなかったの

で、こちらから連絡したがまた不在。完全に居留守の

ようなので他のサービススタッフに事情を説明し、こ

の件を聞いたがわからないとのことだった為、店長に

電話を代わって貰い事情を説明した。相談者は関係の

あるところへ数多く相談しているのでこのままではど

んどん話が大きくなってしまい収集がつかなくなる恐

れもあると伝え、なるべく相談者と向き合った対応を

して欲しいとお願いして、なんとも言えない気分のま

まで電話を切った。念の為に翌日まで工場長からの連

絡を待ったが残念ながらなかったので、相談者にあり

のままを報告したが特に驚いた様子でもなかった。こ

ちらから法的な話をしようと思った矢先、相談者から

「知り合いの弁護士に相談して、ここからは進めます」

と言われた。相談者は、当該ディーラーの店長や本店

の相談窓口、更にメーカーの相談窓口へも相談したが

解決しないので、こちらの相談所をインターネットで

検索した上で連絡された。色々なことを質問できて今

後の方向性や相手と話をする際に助けになると言って

いたが、こちらとしては逆に慰められたように感じて

しまった。

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例のご紹介
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Ｃａｓｅ２　半月前に13万円の整備をしたのに廃車
することになった
平成29年11月22日　大阪府　女性
車名：ミニバン　　登録年月：平成15年10月
走行距離：200,000㎞

【相談】
10月31日、エンストしてＪＡＦに近くの修理工場ま

で運んで貰った。点検の結果、インテークマニホール

ドのボルト緩みと冷却水が空っぽになっていたことが

わかった。10月16日にディーラーで13万円かけてタイ

ヤ交換とその他の整備をして貰い、その半月前にも点

検で入庫していたのに、何も見てくれてなかったとし

か考えられない。ディーラーとしてダメなのか、整備

士が見落としたミスなのか。本日店舗に連絡したら店

長は会議で不在だし、副店長は休暇で不在だし、腹が

立っていた時に振興会のことを聞いたので電話した。

車の名義と乗っているのは母。高額の修理代なら乗り

換えの提案とかもするはずなのに、年寄りで何もわか

らないと思って食い物にしているとしか思えない、と

の相談。

【対応】
「店舗の管理職が不在なので、後日ディーラーに電

話して苦情の件と事実確認をしてみます。ディーラー

から後日、電話が入ると思いますが、良く話し合って

ください」と言って、相談を終えた11月27日、ディー

ラーに事実確認の電話をしたところ、副店長が対応し

てくれた。「10月16日の作業は、パワステギヤボック

スのオイル漏れでリビルト品の交換と、エンジンから

のオイル漏れでタペットカバーパッキンの交換と、タ

イヤ摩耗で４輪交換です」との説明だった。「今、車

両はどこかの修理屋さんに入庫していますが、冷却水

がなぜ無くなったのか？エンジンの状態は？半月前に

点検して貰ったと聞いていますが、その時は水回りに

異常はなかったのですね？」と聞くと、「入庫先もエ

ンジンの状態も私は知りませんが、先ほど担当セール

スからの報告で10月16日の作業の工賃はサービスする

が、部品代だけは頂けることになったと聞いています。

車も修理せずにそこの修理工場で廃車にするらしいで

す。パワステのオイル漏れなどは、９月末に12ヶ月法

定点検をした時にこちらで見つけて修理提案をしまし

た」とパソコンで入庫歴を見ながらの返答だった。法

定点検をしてから約１ヶ月、パワステ修理から２週間

後の今回の故障だったので作業完了時に最終チェック

として水、オイル、ベルト、電気回りなどは見ない

のか？と不安になったので聞いてみたが、「そういう

チェックはさせていません。今回はもう解決に向かっ

ているから良いのでは」との答えで、トラブルの作業

内容も走行距離すら把握していなかった。部下に任

せっきり？の副店長は何をしているのか？本当に解決

に向かっているのかと思った。※即日、ディーラー本

社のサービス担当重役宛にディーラートラブルの確認

を行い、副店長にもっと関与して欲しい旨、依頼した。

Ｃａｓｅ３　バイク屋が勝手に修理をしようとしてい
る
平成29年11月24日　大阪府　男性
車名：二輪車　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
当方過失０の追突事故に遭った。加害者から、保険

で対応するため修理見積りを出して欲しいと言われた

ので、自分で家の近所のバイク屋に持ち込み見積り依

頼した。数日後バイク屋から電話があり、口頭で21万

円ぐらいの損害で修理に取りかかるようなことを言い

出した。「修理するつもりはない」と言うと、「部品も

注文して揃いつつあるし、修理しないと保険会社も支

払いはしない」と言われたので、保険会社に問い合わ

せし修理しなくても支払いは出来ることを確認した。

これからバイクを引き取りに行くが、このような無茶

苦茶なことが通るのか？バイク屋は口がうまく言いく

るめられそうなので、先に知識を貰おうと思い相談さ

せて貰った。

【対応】
振興会の立ち位置を説明。次に、バイクの持ち主は
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本人で、依頼は「事故見積りを出して」ということの

みで修理の依頼をしていないなら、普通に引き取りに

行ったら良いとアドバイスした。相談者から、「また

何かで困ったら相談させて貰います」と言われ、ここ

で相談を終えた。

Ｃａｓｅ４　見積書も事前説明も何もない
平成29年11月28日　山形県　男性
車名：乗用車　　登録年月：平成13年
走行距離：114,000㎞

【相談】
11月10日、専業整備事業場に一日車検で車検を依頼

したが、見積書が交付されなかった。これは法令違反

とならないのか。また、一日車検として依頼したが、

ブレーキオイル漏れが見つかったとして代車を持って

来た。５日程後に、事業場に車両を引取りに行った際、

ブレーキパッド、ブレーキホース、ファンベルトを交

換したと言われたが、事前に何の説明もなかった。更

に、請求書を見たら、その他の部位も交換整備されて

いる箇所があり、約20万円の請求額であった。車検を

依頼する際に、15万円以上掛かるのであれば車検を受

けないと言っていた。

【対応】
＜当該事業場工場長から状況確認＞

以前から整備の依頼を受けている会社の従業員で

あったことや見積書の請求がなかったことから、概算

見積書は交付しなかった。整備完了後の試運転時にブ

レーキパイプ部からのオイル滲みが見つかったことか

ら、ブレーキホースの交換を実施することとし、代車

を提供することとした。この際、ブレーキホースの交

換について担当者が説明を行っていたと思っていた。

当件については、相談者に対し会社として整備内容等

について詳しく説明したいとのこと。

＜当会からの指導内容＞

車検整備の依頼があった場合には、概算見積書を必

ず交付することが必要であること、また、追加整備等

については、事前にお客様の了解を得ることが必要で

あることを指導した。

＜相談者への回答＞

相談者に対し上記について報告。整備内容等につい

ては、事業場から説明をしたいとのことであったので、

双方で協議していただくよう説明し、了承された。

Ｃａｓｅ５　車検後にホースが破れエンジンが焼き付
いたが、責任は？
平成29年11月30日　兵庫県　事業者
車名：ワンボックス　　登録年月：平成24年
走行距離：不明

【相談】
用品店からの外注で車検の依頼を受けた。特に問題

もなく受入れ・分解整備・完成検査を経て納車を終え

た。数日後、用品店から車検を受けた車両のエンジン

が焼き付いたとの一報を受け、用品店に出向き詳細を

聞いたところ、エンジンの補機部品とエンジンを繋ぐ

エンジンオイルが通るホースが破け、エンジンオイル

が無くなった末にエンジンが焼き付いたとのことで

あった。その後に車両はディーラーにあるということ

なので、そちらに出向き車両を見せて貰ったところ、

ホースの取付けは間違いなくされているが、途中で破

けている状態であった。その際にディーラーでの見積

りを見せて貰うと、リビルトのエンジンを使用して50

万円を超える額であった。当方では車検での整備でさ

わった箇所ではないので保証での修理はできないとの

説明をしたが、ユーザーは「車検をしたお前らに責任

がある」と収まらない。そもそも車検時にすべてのホー

スを点検しなければならないものか？賠償共済保険に

加入しているが、適用範囲内か？これから客にどう対

応したらよいか、などのアドバイスが欲しい。

【対応】
車検で全ての箇所を分解や脱着をしなければならな

いわけではないが、ホース関係やケーブル関係の点検

はしなければならないと認識している。ただ、その点
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検方法も色々な手法があるので、今回の車検時の点検

が良かったのか間違っていたかはっきりとしにくい。

事業者としては、破れたホースが点検時や完成検査時

に亀裂やオイルの漏れが有ったか無かったかは重要で

あると伝えた。尚、賠償共済保険に関しては車検時

に作業をした箇所ではない為に適用外との回答であっ

た。仮に作業ミスでの事案であれば、保険適用の可能

性が高いが、整備の瑕疵と取られ処分にも繋がりかね

ない。話の中でユーザーが「車検での整備ミスではな

いか？国に言いに行くぞ！」との事を言い出している

ので、それならば現状では整備上の瑕疵になるかなら

ないかは分からないが、運輸支局・整備課へ報告を済

ませて、ユーザーには「事業者としては報告しておい

たので、必要であればユーザー側からの報告はお任せ

します」と伝えてみては、とアドバイスをした。仕事

を外注してくれている用品店の絡みもあるだけに対応

が難しいところではあるが、長引く交渉では発言を記

録されている場合も多いので冷静に対応していただく

ようにお願いした。しばらく経つが、未だユーザーが

納得したという電話はかかっていない。

Ｃａｓｅ６　足回りを修理しても真っすぐに走らない
平成29年12月１日　茨城県　男性
車名：軽自動車　　登録年月：平成25年
走行距離：95,000㎞

【相談】
ガソリンスタンドで当相談所を紹介され電話してき

た。ディーラーに足回りの不調で、一般整備で入庫。

サス及びショックアブソーバー前後左右を交換した

が、ステアリングに緩みがあり真っすぐ走らない。 担

当者及び店長の対応も悪い。何とかならないか？日曜

日に店舗で会う約束になっている。

【対応】
当整備相談所は、故障の原因や事実を究明し判断す

る機関ではないことを伝えるとともに、ディーラー本

社サービス部に相談者の要望を伝える旨説明し、了解

を得た。本社サービス部に連絡。本社にも苦情がきて

おり、メーカーも対応している。工場長はノイローゼ

で休んでいる。日曜日に店舗で会う予定になっており、

後日報告するとのこと。12月８日、相談者から再びＴ

ＥＬあり、「８日は仕事で行けなかった。17日に行く

と伝えて欲しい」と要望された。本社サービス部担当

者に電話すると、相談者には誠意をもって対応してお

りきちんと整備も実施したが、ハンドルの違和感を訴

えており整備士も同乗して試乗等しているが、症状は

でていない。相談者は、「中古の部品をつけられた。

試乗の際、乱暴な運転をされた。態度が悪い」などの

苦情を言っている。部品については、再度新品の部品

を相談者の目の前で開封し取付けたが、症状が変わら

ないと言われ納得して貰えない。こちらからは、もう

一度車を見せて欲しいと言っているが、相談者は、熱

が出た・葬式・仕事などの理由で度々キャンセルして

くる。約13万円の修理代も払って貰えず困っている。

来年には、内容証明・少額訴訟も検討している。その

後連絡なし。

Ｃａｓｅ７　修理後、再び交差点でエンジンストップ
平成29年12月６日　東京都　女性
車名：軽自動車　　登録年月：不明
走行距離：不明

【相談】
以前、Ａディーラーから中古で購入。購入後は、そ

のディーラーに車検を出している。12月１日、すぐ止

まるなど調子が悪いのでディーラーに行くと、コン

ピューターが壊れて修理に10万円掛かると言われた。

仕事に使っているので車が必要なこともあり、修理を

依頼した。後日、修理完了とのことで引き取り後、交

差点内でエンジンストップし、再始動しなかった。ちょ

うどそばにＡディーラー系列のＢディーラーがあった

のでそこに入れて確認してみたが、問題点が見つから

ない。その後動いたので帰宅。後日、また交差点内で

エンジンストップ。Ａディーラーに連絡して原因追及

したところ、別の箇所が故障で６万円の見積りを言わ
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れた。前回10万円払って直した時にもう大丈夫と言わ

れたのに、追加とはどういうことか。

【対応】
Ａディーラーが会員であることから、工場長に状況

を教えて貰う。「車検のみで定期点検は行っていない。

走行距離は10万㎞オーバーで要交換の箇所が山ほどあ

る。こちらとしては一度しっかり点検をして計画的に

整備を案内したいのだが、忙しい等と言われ時間が取

れていない。相談者の旦那さんがバッテリーを交換し

たらしいので、コンピューターの学習機能がリセット

されているのも原因の一つかもしれない」と言われた。

相談者に連絡すると夫が出て、「Ａディーラーと話し

て、車の代替えも検討したい。迷惑をかけました」と

言われた。

Ｃａｓｅ８　エンジンオイルを交換後、走行７ｋｍで
エンジンが止まった
平成29年12月６日　大阪府　男性
車名：輸入車（二輪車）　　登録年月：平成19年
走行距離：不明

【相談】
先日、輸入２輪車ディーラーでエンジンオイルを交

換して貰って帰る途中（７㎞走行）、エンジンが止まっ

てしまった。強いエンジンブレーキが掛かり、クラッ

チを切ったので転倒しないで済んだ。「エンジンオイ

ルを入れ忘れたか？」と思ったが、とりあえずエンジ

ンも掛からないのでバイク屋に電話して現地まで引き

取りに来て貰い、一緒に工場まで行きバイクを点検し

て貰った。待合室で待っていると、「オイルはちゃん

と入っていますが、クランクシャフトが回りません。

おそらくカムシャフト回りの故障だと思います」との

説明で、時間も遅かったのでバイクを置いて帰った。

自分的にはオイル交換でのミスが原因だと思っている

が、それを証明する機関を教えて欲しくて振興会に電

話した。

【対応】
振興会の立場を説明し、証明する機関は知らないこ

とを伝えた。相談者がオイル交換時の作業ミスを疑っ

ているなら、ディーラーにはっきり伝えて納得出来る

ように説明を求めてはどうかと言ったところ、「バイ

ク修理に10万〜30万円はかかるらしいことを言われた

が、気に入っている車なので修理して乗りたい。分解

して説明して貰えるように言ってみます」と言って、

電話を切った。約１時間後、相談者から再び電話あり。

「ディーラーに電話してはっきりと自分の思いを伝え

たら、オイル交換の時に少しエンジンから異音が出て

いたと担当整備士が感じていたことを告げられた。後

日、エンジンを分解する時に立ち会わせて貰える約束

をした。どうもバルブという物がピストンに当たって

いるみたいだと説明された」とのことで、ピストンと

バルブの動きについて説明した。「また何かあったら

相談させて貰います。ありがとうございました」との

言葉を頂き、相談終了。

Ｃａｓｅ９　車検３ヶ月後、フロント・ロワーボール
ジョイントが抜け走行不能
平成29年12月11日　富山県　男性
車名：乗用車　　登録年月：平成12年
走行距離：約160,000㎞

【相談】
平成29年８月、指定工場（車検チェーン店）で継続

検査実施。12月初旬、低速で走行中、左フロント・ロ

ワーボールジョイントが抜け、走行不能となった。幸

い交通事故には至らなかったが整備工場に苦情を言う

と、車検時は点検良好であり、当方に過失はないと言

い、整備保証も対象外と言われた。過去にこのような

経験もなく、もし高速道路などで起きたことを考える

と、今後安心して乗られない。故障車両はディーラー

の車両置場に保管してあり、車検に出した指定工場に

は故障車両の状態を確認後、説明して欲しいと言って

ある。知り合いから当整備相談所の話を聞き、ＨＰを

見ると整備補償について、10,000㎞又は６ヶ月とあっ
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た。保証対象にならないか？ボールジョイントはいき

なり外れるものなのか？８月の車検時に前兆はなかっ

たのか？（前兆があったのでは？しっかり点検したの

か？）といった相談。

【対応】
一通り話を聞いた後、整備補償の説明。保証書には

「定期点検を実施した箇所に点検整備作業が原因で不

具合が生じた場合…」とあり、記録簿の記載を見ると

サスペンションの項は「レ」となっており、当時は良

好であったとなる。また、点検に伴い分解・組付けを

行う部分でもないと思われる。このため、整備工場側

が保証対象外と説明したと思われる。当会としても、

状況を聞く限り、整備工場は整備保証書に書かれた通

り対応したとしか言えない。当相談所としては法令に

関係すること以外については、相談のあったことを伝

えて、話合っていただく旨を伝える程度となる。料金

についても相談者自身で交渉していただくしかない。

相談者からは整備工場に伝えて欲しいと言われたの

で、その旨を伝えると言って一旦相談を終える。念の

ため、「技術情報」を調べてみると、2014. ９月号に「フ

ロントサスペンション・ロワーボールジョイントの確

実な点検整備について」の整備上の注意があり、車種、

年式から該当している可能性が高い（相談者の車両型

式までは確認していない）。整備工場の工場長に連絡

し上記の件を伝え、連絡して貰うようお願いする。念

のため技術情報に掲載されている「整備上の注意」に

該当する可能性が高い車両なので確認もお願いする。

ここで一旦終了。その後、双方から連絡なし。

Ｃａｓｅ10　６ヶ月点検後、ラジエーター液が漏れた
平成29年12月13日　東京都　男性
車名：不明　　登録年月：不明　　走行距離：不明

【相談】
相談者は、当該車の代理人と名乗り、氏名は不明。

エンジン始動時に大きな音がするのでディーラーに

持っていったら、スターターモーター交換と言われた

ので依頼した。ついでに６ヶ月点検を勧められたので

お願いした。後日、修理完了とのことで引き取った。

出発した直後エンジンルームから煙が出だした。すぐ

に引き戻して原因を調べたら、ラジエーター液が漏れ

ているとのことだった。点検直後なのにおかしい。こ

んなことはあるのか。

【対応】
ディーラーで行った６ヶ月点検は記録簿が交付され

ていた。冷却水の漏れの項目はレ点になっているとの

ことなので、点検時に不具合はなかったと思われる。

現在までの整備歴はほとんど何もしていないようで、

冷却水交換や冷却系の部品交換などの記憶はないとの

こと。走行距離が13万㎞とのことなので、たまたまの

タイミングだったのではないかと回答。走行距離を考

えると交換が必要な部品が順次出てくることを伝達。

今後のことをディーラーと相談すると言って、電話が

切れた。
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スキャンツール活用事業場認定制度がスタートしました
　平成25年４月１日よりスキャンツール活用事業場認定［コンピューター・システム診断認定店］
の申請が始まります。認定事業場には下記ツール（のぼり、卓上盾、看板）の掲示が可能となり、
お客様に事業場をアピールするツールとして、ご活用いただけます。

認定要件　①スキャンツール応用研修修了者
　　　　　　又は、一級小型自動車整備士が１名以上勤務していること。
　　　　　②スキャンツールを保有していること。

（J-OBD Ⅱ対応、DTC の読み取り・消去、作業サポート、フリーズフレームデータ、
データモニター、アクティブテストの機能を有するもの。）

　　　　　③ FAINES 通常会員に加入していること。
　　　　　④振興会会員であること。
　　　　　⑤上記ツール（のぼり、卓上盾、看板）のどれか一つ以上の購入

申請に必要なもの
　　　　　・申請用紙⇒ホームページ又は、次ページをコピーしてください。
　　　　　・スキャンツールの写真
　　　　　・応用研修修了証又は一級小型自動車整備士の合格証の写し（コピー）
　　　　　　＊認定には数日お時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

のぼり（W600㎜× H1,800㎜）
2枚一組、竿無し 1,905円（税抜）

卓上盾（W180㎜× H240㎜）
2,857円（税抜）

看板（W600㎜× H498㎜）
4,333円（税抜）

整
　
　
備
　
　
士

事
　
　
業
　
　
場

申し込み 申請

認定修了証

都　道　府　県　自　動　車　整　備　振　興　会

スキャンツール
活用研修会の開催

◦基本研修（24年４月〜）
◦応用研修（25年４月〜）

認定審査（25年４月〜）

◦応用研修修了者又は
　一級自動車整備士
◦スキャンツール保有
◦ FAINES 加入

研修修了証の交付 コンピュータ・システム
診断認定店

スキャンツール活用事業場認定制度フローチャート
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 NO　　　　　　　　　

スキャンツール活用事業場認定申請書
［コンピューター・システム診断認定店］

平成　  　年　  　月　  　日

住所 電話番号

 認証番号

事業場名 ㊞　  FAINES 会員番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．応用研修修了者又は一級整備士【応用研修修了証又は一級整備士合格証書のコピーが必要となります。】

応用研修修了者又は一級整備士

氏名
応用研修修了証番号又は一級整備士合格証

番号

２．保有スキャンツール【写真が必要となります。】

メーカー名　　　　　　　　　　機種名 シリアル NO

　保有する機能に○をつけてください。

J － OBD Ⅱ対応 データモニター フリーズフレームデーター

DTC 読み取り・消去 作業サポート アクティブテスト

３．認定ツール【１つ以上の購入が必要となります。】

看板（N43720024）

４，３３３円（税抜）

卓上盾（N43710024）

２，８５７円（税抜）

のぼり旗（N43730024）

１，９０５円（税抜）

枚 枚

（２枚一組・竿なし（注））

セット

　＊ツール代金は後日、商品と引き換えでいただきます。

　＊振興会記入欄

振興会認定日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

備考

愛媛県自動車整備振興会

— 40 —



技術相談窓口名簿訂正のお願い
　2017年７月にお届け致しました技術相談窓口名簿に変更が生じたため、各項目の訂正をお願
いいたします。

（Ｐ４）平成30年３月28日現在

ディーラー名 愛媛ダイハツ販売 株式会社 担当者名 橋本　禎士

電 話 番 号 ０８９－９４５－２１１１ ＦＡＸ番号 ０８９－９４６－０２６１

扱 い 車 種 ダイハツ全車種

定 休 日 火曜日・ 第１水曜日
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技術相談窓口相談ルール厳守のお願い
並びに厳守事項と依頼書の一部変更について

平成27年９月３日に各ディーラー技術相談窓口担当者と振興会技術委員会委員による「技術
相談窓口担当者意見交換会」を開催しました。

その際、各ディーラー相談窓口の実態と要望を伺ったところ、次の通り現状は、各担当者か
ら同じような実態と要望がありましたので、再度次ページの『技術相談にあたっての厳守事項』
を確認のうえ、相談をお願いします。

今回、『技術相談にあたっての厳守事項』と『整備技術相談依頼書』の一部変更しましたので、
併せてお知らせします。なお、アンダーライン部分が変更箇所となります。

各ディーラー技術相談窓口の現状

・ＦＡＸなしで電話での問い合わせが非常に多い。
→回答するための資料などが準備できないため、回答に時間がかかってしまいます。また、

車両情報がなければ装備などもわからないため、どこを確認すればいいかの範囲が広くなっ
てしまいます。

・現車の点検、確認等を行わず、症状だけで答えを聞いてくる。
→担当者が実車を確認しているわけではないので、不具合部位の推定範囲を小さくするため

に、点検内容や問診内容が重要になります。その情報が少ないほど推定範囲は広くなります。
車の部品個数は約５万にもなります。その中から少しでも推定範囲を小さくしたいもので
す。

・相談時間外（昼休みや夜の業務時間外など）に問い合わせがある。

・問い合わせ者の都合で時間をせかされる。
→担当者の業務は相談窓口の対応だけではありません。自社の仕事を行いながら平行して相

談にのっていただいております。同時に行う業務も多数あります。時には出張もあります。
相談者の先にお客様が待っているのも知っています。相談者には相談者の、担当者には担
当者の都合があります。相談者、担当者、どちらも少しでも円満に話がすすむように、また、
ユーザーにご不便をかけないためにも、ルールを守りましょう！

厳守事項

ＦＡＸ前に担当者にＦＡＸを送る事を電話で伝え、ＦＡＸを送る。

ＦＡＸが届かない場合は、相談に応じません。

＊ 相談後は、結果を報告しましょう！  担当者も人間です。相談ルールを守り、結果の報告が
あれば、次回も丁寧に相談にのっていただけるでしょう！
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必ず守ってください！

技術相談にあたっての厳守事項

厳守事項を守らない方は、技術相談に応じられません。

１．事前に相談窓口担当者に電話し、これから『技術相談依頼書』（別紙）を FAX する

ことを伝えます。その際に 社名、担当者名 を申し出てください。ＦＡＸ
による事前相談がないと、相談に応じられません。

２．事前に 基本点検、ダイアグ診断 等を備え付けの整備マニュアルや技術

資料又はＦＡＩＮＥＳ（ファイネス：整備情報システム）で確認して点検を行い、『技

術相談依頼書』に必要事項（点検結果等）をもれなく記入し、相談窓口担当者にＦＡ

Ｘしてください。

３．相談は、上記２．で基本点検、ダイアグ診断等を行った、整備主任者、２級整備士で 

技術に関して詳しい方 が行ってください。

４．相談時間帯は、 午前10時～午後４時 までとし、昼食時（12時〜13時）は

避けること。

５．相談内容は、原則として 15分以内 で行うこととします。

６．担当者が休みの場合があります。予めご了承ください。

７．取扱車種以外の相談、質問はしないでください。

８．タイミングベルト 及び セキュリティー関係（イモビライザ、スマー

トキー等）の相談は お断りします。（タイミングベルトは、商工組合でマニュ

アルをお買い求めいただくか、ＦＡＩＮＥＳにご加入ください。）

９．諸元・基準値及び整備料金に関する相談は、お断りします。

10．フリーダイヤルでの技術相談はお断りします。

11．整備マニュアル等自動車メーカーの著作物をコピー、ＦＡＸすることは自動車メー

カーの著作権を侵害する恐れがありますので、相談に当たって、これらを要求する

ことは厳に慎んでください。

12．相談後は、相談窓口担当者に結果報告とお礼のＦＡＸをしてください。
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Ⅳ．
整備技

術

関係情
報

当該技術相談は（一社）福岡県自動車整備振興会の
ご協力により情報提供を受けたものです。
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街頭検査実施結果のお知らせ

　愛媛運輸支局、警察、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会及び振興会支部会員の皆
様方のご協力により街頭検査を実施し、整備不良車、違法改造車の排除と「自動車の保守
管理責任の啓蒙と点検整備の重要性、必要性等」の指導を行いましたので、下記の通りご
報告いたします。

◦◦　お疲れ様でした　◦◦
実施日時　　平成30年４月10日（火）　14時〜16時
実施場所　　伊予郡砥部町川井10　国道33号　砥部検問所
協力支部　　中予支部（11号線・伊予市伊予郡ブロック）
出動人数　　国土交通省２名、警察４名、自動車機構１名、軽検査協会０名、
　　　　　　振興会会員５名、振興会事務局１名、その他12名

合計出動人数　25名

検査車両数　　　　　　　　115台
不良車両数　　　　　　　　７台 …………不良車両数の割合6.1％
整備命令交付車両数　　 　０台
検査証有効期間切れ車両数 ０台
定期点検整備未実施件数 20件……未実施車両数の割合17.4％
特種車両警告書件数 ０件
整備不良車両関係（口頭警告件数） ５件　　車両法第54条
整備不良車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条
不正改造車両関係（口頭警告件数） ２件　　車両法第54条の２
不正改造車両関係（命令交付件数） ０件　　車両法第54条の２

装置別の保安基準不適合箇所数内容
◦走行装置　　　　　　　２件 ◦電気・灯火類　　　　　３件
◦保安装置　　　　　　　２件 ※合計不良箇所件数　   ７件

Ⅴ
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平成29年度　検査台数報告

（平成30年３月分）

Ⅵ．
統 計

・

資料関
係

登録自動車

平成30年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

３月 546 750 20,146 2,666 20,692 3,416 196,209 31,774

対前年同月比 86.7% 92.5% 81.3% 87.9% 81.4% 88.8% 95.5% 95.8%

前年同月 630 811 24,795 3,034 25,425 3,845 205,361 33,170

軽自動車

平成30年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

３月 509 247 20,410 4,184 20,919 4,431 176,912 37,963

対前年同月比 102.8% 108.3% 95.0% 97.3% 95.2% 97.8% 100.8% 98.1%

前年同月 495 228 21,476 4,301 21,971 4,529 175,522 38,706

登録車・軽

平成30年

月　別

新　　規 継　　続 計 ４月よりの累計

指定 持込 指定 持込 指定 持込 指定 持込

３月 1,055 997 40,556 6,850 41,611 7,847 373,121 69,737

対前年同月比 93.8% 96.0% 87.6% 93.4% 87.8% 93.7% 98.0% 97.0%

前年同月 1,125 1,039 46,271 7,335 47,396 8,374 380,883 71,876
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四国の自動車保有台数と販売状況（速報）
平成　  年　  月の30　 ３

四国運輸局

徳　　島 香　　川 愛　　媛 高　　知 計

検
　
　
　
査
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 314,346 401,156 489,327 253,024 1,457,853
前 月 末 車 両 数 316,099 403,874 492,279 254,853 1,467,105

登
　
録
　
自
　
動
　
車

新
　
規
　
登
　
録

新
　
車

前　 月 1,751 2,332 2,562 1,515 8,160
当　 月 2,427 3,131 3,709 2,165 11,432
前 月 比 138.6 134.3 144.8 142.9 140.1

中
　
古

前　 月 470 601 616 284 1,971
当　 月 569 910 843 460 2,782
前 月 比 121.1 151.4 136.9 162.0 141.1

計
前　 月 2,221 2,933 3,178 1,799 10,131
当　 月 2,996 4,041 4,552 2,625 14,214
前 月 比 134.9 137.8 143.2 145.9 140.3

抹 消 登 録 4,325 5,558 6,582 3,248 19,713
管 轄 変 更（ 入 ） 1,083 1,934 1,924 627 5,568
管 轄 変 更（ 出 ） 1,280 2,150 2,178 1,188 6,796

小 型 二 輪 車　 増 減 －169 －175 －264 －130 －738
当 月 末 車 両 数 314,404 401,966 489,731 253,539 1,459,640

対 前 年 同 月 比 100.0 100.2 100.1 100.2 100.1
対 前 月 比 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5

軽
　
　
　
自
　
　
　
動
　
　
　
車

前 年 同 月 末 車 両 数 305,480 382,553 527,353 308,587 1,523,973
前 月 末 車 両 数 309,774 387,662 534,939 313,124 1,545,499

検
査
対
象
軽
自
動
車

届
　
　
　
　
　
出

新
　
車

前　 月 1,380 2,170 2,554 1,569 7,673
当　 月 1,711 2,573 3,138 1,883 9,305
前 月 比 124.0 118.6 122.9 120.0 121.3

中
　
古

前　 月 435 518 575 430 1,958
当　 月 499 585 756 495 2,335
前 月 比 114.7 112.9 131.5 115.1 119.3

計
前　 月 1,815 2,688 3,129 1,999 9,631
当　 月 2,210 3,158 3,894 2,378 11,640
前 月 比 121.8 117.5 124.4 119.0 120.9

検 査 証 返 納 5,679 6,342 9,048 5,862 26,931
転 入・ 転 出 7 －179 －102 －288 －562

軽 二 輪 車　 増 減 －117 －140 －234 －187 －678
当 月 末 車 両 数 306,195 384,159 529,449 309,165 1,528,968

対 前 年 同 月 比 100.2 100.4 100.4 100.2 100.3
対 前 月 比 98.8 99.1 99.0 98.7 98.9

総
　
合
　
計

前 年 同 月 末 車 両 数 619,826 783,709 1,016,680 561,611 2,981,826
前 月 末 車 両 数 625,873 791,536 1,027,218 567,977 3,012,604
当 月 末 車 両 数 620,599 786,125 1,019,180 562,704 2,988,608

対 前 年 同 月 比 100.12 100.31 100.25 100.19 100.23
対 前 月 比 99.16 99.32 99.22 99.07 99.20

小型二輪車増減欄は、当月の小型二輪車の増減車両数の差引値
検査対象軽自動車の転入・転出欄は、当月の検査対象軽自動車の転入・転出による増減車両数の差引値
軽二輪車増減欄は、当月の軽二輪車の転入・転出による増減車両数を除いた増減車両数の差引値（速報値）
総合計の対前年同月比及び対前月比は、変化が小さいため小数点以下第２位まで算出している
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Ⅶ.

中小企業庁からお知らせ

（（（ お問い合わせ先 ）））

制度の概要については．．．　⇒　　愛媛県自動車整備商工組合

制度の詳細については．．．　⇒　　認定支援機関（※）

※ 「認定支援機関」には、商工会や商工会議所などの中小企業支

援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが認

定されています。

平成29年度補正予算 
『事業承継補助金』のお知らせ

事業承継をきっかけとして経営革新等に取り組む方等を応援します！

平成30年４月27日 公募開始

↓↓ 資料から抜粋 ↓↓
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指定工場の皆さんへ

自動車検査員必携
追録第17号発行のお知らせ

　自動車検査員必携・追録第17号（平成29年10月１日現在）

が発行されましたので、お知らせいたします。追録第16

号まで差替え済みであることをご確認の上、商工組合５

番窓口でお買い求めください。

　各事業場における必要数をご確認の上ご注文いただき

ますよう、ご協力をお願いいたします。

販売価格　　１，０８０円（税込）
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　㈱日本政策金融公庫における、貸付（融資）期間の一部の利率が改訂

されたのでお知らせいたします。

　詳細につきましては、日本政策金融公庫ホームページ「http://www.

jfc.go.jp/」の金利情報及び融資制度をご覧ください。

　

記

貸付制度等 新利率（年利％） 旧利率（年利％） 実施日

基準利率
１. １６

（１. １６〜２. ２５）
１. １６

（１. １６〜２. ３５）
４月２日

小規模事業者
経営改善資金

１. １１ １. １１

（注１）基準利率は、貸付期間５年以内の利率です。

（注２）基準利率の（　）外は、中小企業事業の標準的な利率です。また、

（　）内は、国民生活事業の担保を提供する融資の利率です。

（注３）「小規模事業者経営改善資金」は、国民生活事業の「特利Ｆ」の

利率です。

― 各商工組合・道内事業協同組合の皆様へ ―
皆さまからの“ふれあい情報”をお待ちしております。

㈱日本政策金融公庫の貸付利率の
改訂について
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組合員

（電話番号の掛け間違いにご注意ください）
会社：０９２－２９２－４４３９
携帯：０９０－８８３６－７７８４商品概要問合わせ先：㈲Ｄ１ケミカル　TEL：０９２－２９２－４４３９



点検区分等 　

　 対 象 車 種

主　な　車　種　等

定期点検の間隔 車検証の 
有効期間

使用記録簿 
（車検）

月
か
３

３
表
別

月
か
３

４
表
別

月
か
６

５
表
別 １
　
　

年 ６
表
別 １
　
　

年 ７
表
別 初
　
　

回 降
以
目
回
２ 認

　
　

証

指
　
　

定

運　

送　

事　

業　

用

客
旅 普通・小型 バス、タクシー、ハイヤー ○ １年 1 8

軽 軽福祉タクシー ○ ２年 1 8

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

貨物運送事業者のトラック（３輪車含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 1 8
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 2 9
軽（旅客を除く） ● ２年 6 11
二輪 ● 3年 2年 7 12

柩
霊 通常タイプ 霊柩車 ○ ２年 1 8

定員11名以上 霊柩車バス形状 ○ １年 1 8

自　

家　

用

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上

トラック（３輪車を含む）

○ １年 1 8
車両総重量８ｔ以上（トレーラ） ○ １年 2 9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10
車両総重量８ｔ未満（トレーラ） ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11
定員11名以上 バス、マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車（大人換算10名以下） ○ １年 3 10

用
乗

普通・小型
一般の乗用車（マイカー）

● 3年 2年 5 11
軽 ● 3年 2年 6 11
三輪 ○ ２年 3 10

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ● 3年 2年 7 12

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ● な　し 7

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 8t以上○ ○ ２年 1又は3 8又は10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 給油車、タンク車、給水車、現金輸送車、 

コンクリートミキサー車、ボート・トレーラー、 
冷蔵冷凍車、活魚運搬車、散水車、塵芥車

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9

車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

軽 ● ２年 6 11

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ ２年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ ２年 3 10

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 3

レ　

ン　

タ　

カ　

貨
　
物

車両総重量８ｔ以上
トラック（３輪車を含む）

○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10
定員11名以上 マイクロバス ○ １年 1 8
幼児専用車 園児送迎車 ○ １年 1 8

乗
　
用

普通・小型
一般の乗用車（マイカー型）

○ 2年 1年 3 10
軽 ○ ２年 3 10
三輪 ○ 2年 1年 1 8

輪
二 小型 250ccを超えるバイク（側車付二輪自動車含む） ○ 2年 1年 3 10

検査対象外軽自動車 125ccを超え250cc以下のバイク（側車付二輪自動車含む） ○ な　し 3

特
　
種

普通・小型 キャンピング車 ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 タンク車、冷蔵冷凍車等 ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

軽 ○ ２年 3 10

殊
特
型
大 車両総重量８ｔ以上 ホイール・クレーン ○ 2年 1年 1 8

車両総重量８ｔ未満 フォークリフト ○ 2年 1年 1 8

物
貨 車両総重量８ｔ以上 ストラドル・キャリア、ポール・トレーラー ○ ﾄﾚｰﾗ○ １年 1又は2 8又は9
車両総重量８ｔ未満 ○ ﾄﾚｰﾗ○ 2年 1年 1又は2 8又は9

検査対象外軽自動車 そり付、カタピラ付軽自動車 ○ な　し 1

自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔・使用記録簿の早見表
２０１３.９

※別表３　　事業用等
　別表４　　被牽引自動車
　別表５　　自家用貨物等
　別表６　　自家用乗用等
　別表７　　小型二輪等

※記録簿　 認証 …№１ 事業用等・№２ 被牽引自動車・№３ 自家用貨物等・№４ 自家用乗用等（1年）・
　　　　　 　　 　№５ 自家用乗用等（2年）・№６ 自家用乗用等（軽）・№７ 二輪自動車
　　　　　 指定 …№８ 事業用等・№９ 被牽引自動車・№ 10 自家用貨物等・№ 11 自家用乗用等・№ 12 二輪自動車
　

　　　　　　 点検基準は別表４、記録簿は認証が№２、指定が№９
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いることと思います。
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¥14,900 （¥16,092） ¥27,300 （¥29,484）



¥8,600 （¥9,288）

¥23,500 （¥25,380）

¥12,600 （¥13,608）
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